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≪平成３１年度≫防災ラジオの有償頒布について 

≪いつ起こるかわからない災害などの緊急情報をお知らせします！≫ 

 

 災害発生時、適切な避難行動を行うためには、緊急情報の迅速な入手が必要です。 

藤沢市の防災ラジオは、防災行政無線と連動してレディオ湘南（FM83.1MHz）から発信さ

れる緊急割込放送を自動受信することができるので、「屋内で聞き取りにくい。」などの声が寄せ

られる防災行政無線を補完する役割を持ち、夜間や荒天時にたいへん有効な情報伝達手段です。 

建物内で窓から離れた電波状況が良くない場所等、レディオ湘南（FM83.1MHz）が受信で

きない環境では、緊急割込放送を聞くことができませんので、お手持ちのラジオでレディオ湘

南（FM83.1MHz）の電波状況の事前確認をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災ラジオの購入方法】※※事事前前申申しし込込みみ制制（（予予約約がが必必要要））でですす！！ 
１ 申し込み受付期間 

  ２０１９年(平成３１年)４月４日(木)～同月２６日(金)※土日を除く 

２ 受付場所（受付時間） 

  防災政策課及び市民センター・公民館 

（午前８時３０分から午後５時まで※正午から午後 1 時までを除く） 

又は、電子申請による受付（パソコンからの申し込み） 

※携帯電話・スマートフォンからは申し込みできません。 

【【藤藤沢沢市市のの防防災災ララジジオオのの特特徴徴】】  
(1) ラジオが待機状態もしくは他局を選局中であっても、緊急情報を受信した際には、自動的にレデ

ィオ湘南に切り替わり、最大音量で緊急割込放送を聞くことができます。 

また、緊急情報を受信した際はランプが点滅し、視覚的にも確認することができます。 

(2) 荒天時に屋内にいる人にとって、風雨や建物による反響の影響を受けないため、緊急情報を明瞭

に確認することができます。 

(3) 軽量で、乾電池（単三・４本）による稼働ができるため、災害時には避難中でも情報を収集する

ことができます。ラジオ（音量中位）を聞き続けた場合は、電源が持つのは９時間程度です。緊急

情報の待機状態では、乾電池で電源が持つのは６０時間程度のため、通常はコンセントにつないだ

上、乾電池４本を入れてご使用ください。 

(4) レディオ湘南以外のラジオ局（AM・FM 各 6 局プリセット）も選局できるため、平常時での使

用や災害時に他局の情報も収集することができます。 

(5) 大きさ：幅約 210mm 高さ約 95mm 奥行き約 70mm 重さ：約 460ｇ 

(6) 緊急割込放送は、常に最大音量で流れ、音量を下げることはできません。 

                         

防災ラジオからの緊急割込放送の内容】 
★藤沢市の防災行政無線のうち、緊急性の

高い情報を放送します。 
①津波注意報､津波警報及び大津波警報   

②気象（大雨､暴風等）特別警報         

③国民保護に関する緊急情報 

④避難指示（緊急）及び避難勧告等 

⑤警戒区域の設定に関する情報 
⑥その他の市民周知が必要な緊急情報 

 

※行方不明者捜索等の防犯放送、公害発生時の情報、

戦争犠牲者の慰霊に関する放送及び定時の音楽チャ

イム等については、防災ラジオから放送されません。 
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３ 頒布対象 

  市内在住者（１世帯につき 1 台）又は市内の事業所（1 事業所につき 1 台） 

  ※既に防災ラジオの市民頒布による購入者を除きます。 

※湘南ライフタウン堤地区を含む。 

４ 購入代金（自己負担額） 

  ２，０００円（1 台） 

５ 購入の方法 

①  申し込み方法  

（１）持参又は郵送による申し込み 

  「防災ラジオ購入申込書」に必要事項を記入のうえ、申し込み受付期間に、受付場所（受

付時間内）へ直接お持ちいただくか、市役所（防災安全部防災政策課）へ郵送（受付期間最

終日の消印有効）により提出してください。 

「防災ラジオ購入申込書」は、防災安全部防災政策課及び市民センター・公民館の窓口に

備え付けてあります。又は、インターネットのホームページからダウンロードできます。

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/ 

 （２）電子申請による受付 

   「e-kanagawa 電子申請」の藤沢市電子申請又は市ホームページ電子申請から、「防災

ラジオ購入申込」をクリックし、必要事項を入力のうえ、申し込みを行うことができます。

申し込み受付期間内であれば、２４時間申し込みが可能です。ただし、受付最終日の４月２

6 日（金）については午後５時までの受付です。 

http://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/navi/govindex.html?govCode=14205 

②  予約通知が届きます（防災ラジオ受け取りの約 1 ヶ月前） 

申し込み受付終了後、市役所から「予約通知」（防災ラジオの受け取りの日程・時間や場

所等が記載された書類）が、申込者のご自宅（又は事業所の所在地）に配達されます。 

申し込み件数が予定頒布台数（１，000 台）を越えた場合は、原則として抽選により今

回の予約者を決定します。防災ラジオの引き渡しができなかった申込者については、予約内

定者として通知するものとし、なるべく早期に購入希望者の全員に引き渡しできるように努

めます。 

③ 購入代金の支払いと同時に防災ラジオを受け取り  

   予約者は、「予約通知」に記載された日時・場所に、「予約通知」と「購入代金２，０００

円」を持ってお越しください。 

予約者は、購入代金のお支払いと引き替えに防災ラジオを受け取ります。 

６ その他 

① この防災ラジオは、特注品なので、一般の家電等販売店では購入できません。また、申し

込み後のキャンセルはできません。 

② 今回の市民頒布台数は、１，0００台で、本年７月以降の受け渡しを予定しています。 

③ 防災ラジオの使用及び維持管理は、購入者が取扱説明書に従い適切に行ってください。 

④ 使用する電力、電池の交換、外部アンテナ・ケーブルテレビ等外部接続機器類の設置、故

障等不具合が生じた場合の修繕その他の維持管理に係る費用は、購入者の負担となります。 

⑤ 毎月１回（第２木曜の午後１時３０分から）の定時試験放送を実施しますのでご注意くだ

さい。 

⑥ 「藤沢市防災ラジオに関する Q＆A」及び関係要綱等を、防災政策課のホームページに掲

載しますのでご覧ください。 

以 上 
※問い合わせ先 藤沢市防災安全部防災政策課 ℡0466-25-1111(代表) 内線２４０7 

ファクシミリ 0466-50-8437 
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【防災ラジオ以外の情報取得ツール】 
 

緊急割込放送の内容を情報取得するツールには、防災ラジオだけでなく以下のようなものもあ

ります。 

 

① 緊急速報メール・エリアメール 

NTTdocomo、au、SoftBank の携帯電話利用者が自動で受信できます。 

 

② ふじさわ防災ナビ メールマガジン 

防災行政無線の放送内容や気象に関する情報等をメールで確認することができます。 

取得方法：mm@fuji-anshin.net に空メールを送信、もしくは QR コード 

 

③ テレドーム（0180 – 994 – 144） 

防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。  

 

④ ふじさわ防災ナビ ツイッター 

防災行政無線の放送内容や気象に関する情報等をツイッターで確認することができます。 

取得方法：https://twitter.com/Bousai_Fujisawa  QR コード 

 

⑤ レディオ湘南 of using FM++ 

レディオ湘南公式無料アプリです。スマートフォンなどで情報を受け取ることができます。 

取得方法：QR コード 
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防災ラジオ購入申込書 
年   月   日 

藤沢市長 

         申込者 

住 所 
(事業所の場合は所在地) 

〒 

 

 
フリガナ 

氏 名 
(事業所の場合は事業所名称

及び代表者の職・氏名) 

（自署の場合押印不要） 

 

 

               

 
フリガナ 

世帯主の氏名 
(事業所の場合は記載不要) 

 
 

連絡先電話番号  

 防災ラジオの市民頒布を申し込むため、次の事項に同意のうえ、藤沢市防災ラジオの市民頒布

に関する要綱第５条の規定に基づきこの書面を提出します。 

 【同意事項】 

１ 購入負担金は、防災ラジオ１台につき２，０００円とすること。 

２ 申込者が藤沢市防災ラジオの市民頒布に関する要綱に規定する対象者 

であること及び重複して申し込みをした者ではないことを確認するため、 

個人にあっては住民情報を、事業所にあっては市が保管している課税台帳 

に記載された所在情報を市が利用する場合があること。 

３ 偽りその他の不正な方法により、防災ラジオの引き渡しを受けたときは、

当該防災ラジオを返還すること。 

４ 市民頒布の取り消しを申し出ることができないこと。 

５ 防災ラジオを目的外に使用し、又は転売しないこと。 

６ 電気料及び電池の交換、防災ラジオと外部アンテナ、ケーブルテレビ等

外部機器との接続に伴う費用並びに故障等不具合が生じた場合の修繕その

他の防災ラジオの維持管理に係る経費は、申込者が負担すること。 

７ 上記のほか、藤沢市防災ラジオの市民頒布に関する要綱を遵守すること。 

  ※市が取得した当該申込者の個人情報等は、取得目的の範囲内で利用し、これらの目的以外で利用するこ

とはありません。 

［連絡先 藤沢市防災安全部防災政策課 電話 0466-25-1111（代表）］ 

 
※このページを「申込書」としてお使いください。 

（郵送先は、〒251-8601 藤沢市朝日町 1-1 藤沢市防災安全部防災政策課行） 

藤沢市 


